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平成２９年３月１４日 

 

 

第 77 回 広島大学講演会 

「新たに制定される中国民法総則について」を開催します 

 

 

  広島大学大学院法務研究科は、来る３月２７日に、下記のとおり「新たに制定さ

れる中国民法総則について」を開催します。 

  本講演会は、新・中国民法総則の起草に携わられた民法研究者による貴重な機会

です。新法の学術的な意義は言うまでもなく、中国との経済交流を進めるうえでそ

の理解を欠かすことができないでしょう。企業等の関係者の方々、中国の法事情に

関心のある方々のご参加をお待ちいたしております。 
 

                記 

 
 日  時：平成２９年３月２７日（月）１０時～１２時 

 場  所：広島大学東千田キャンパス Ｓ棟 2 階 207 講義室 

 講  師：中国社会科学院 教授 孫 憲忠 

 使用言語：中国語 ※日本語による逐次通訳あり 

    

 

＜中国民法とは＞ 

中国民法は、中華人民共和国成立後に私有財産を認めない社会主義体制から廃止さ

れた後、 80 年代の改革・開放ととともに市場経済要素の導入に伴って法整備が進め

られました。契約や家族関係の基礎法である民法は、契約法・相続法・物権法など個別

の法律で順に作られ、今回、総則（全体に適用される共通の規定）が 2017 年 3 月 5

日から開催された第 12 期全国人民代表大会で採択されました。 

この総則では、胎児の権利保護、人格権・生命権・身体権・姓名権・肖像権・名誉権・

プライバシー権、死亡宣告、権利能力なき社団、法律行為の解釈方法、本人の名で行う

直接代理、間接代理、訴訟時効が明文で規定されました。特に注目すべき点としては、

インターネット上の仮想財産やビッグデータ情報を財産権の対象に含める点、環境汚染

と生態破壊行為に対して新たに責任を負担させる点、また、善意から救護活動を買って

出た人が失敗しても責任は問われない点が挙げられます。 

 

 

 

【お問合せ先】 

東千田地区支援室 行永、高橋 

Tel：082-542-70１４ FAX：082-542-6964 

E-mail：senda-bk-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

 発信枚数：Ａ４版 ２枚（本票含む） 

広島大学広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6762 FAX：082-424-6040 

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp 



日時 2017年3月27日（月）10時～12時 
会場 広島大学東千田キャンパスS棟2階207講義室 

 
（東広島キャンパス法学部・経済学部255講義室においてTV会議システムによる配信を行います。） 

広島大学東千田地区支援室（担当：行永・高橋） 
Tel：082-542-7014  

E-Mail：senda-bk-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

お問い合わせ 

起草者による貴重な講演であり、今回特別に実現しました。制定に当たっては 
日本の債権法改正も意識されており、世界の潮流を感じることができます。 

皆様の参加をお待ちしております。 

第７７回 広島大学講演会 

孫 憲忠 
日本語通訳 鄭 芙蓉（広島修道大学法学部 准教授） 

広島市中区東千田町一丁目1番89号 

主催 広島大学大学院法務研究科 

新たに制定される 

中国民法総則について 
 

中国社会科学院 教授 全国人民代表大会立法委員会・常任委員会民法 


